
平成29年度第1回
日進市地域包括ケア検討会議
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平成２9年７月２４日
日進市地域福祉課

【資料②】

(1)介護予防・日常生活支援総合事業について
(2)生活支援体制整備事業について



日進市の高齢化等について

区分 人数 構成比

要支援1 458名 16.3%

要支援2 489名 17.4%

小計 947名 33.6%

要介護1 564名 20.0%

要介護2 474名 16.8%

要介護3 285名 10.1%

要介護4 296名 10.5%

要介護5 250名 8.9%

小計 1,869名 66.4%

合計 2,816名 100.0%

※第2号被保険者含む

区分 人数 移行率

要支援1 264名 57.6%

要支援2 318名 65.0%

小計 582名 61.5%

事業対象者 71名 －

合計 653名 －

【総合事業移行者数】

【要支援1・2】
新規（10月1日以降申請分）
更新（10月～5月更新分）

【事業対象者】
新規（ 10月1日以降申請分）
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【統計数値】 平成29年5月末日時点

総人口：89,229名
高齢者人口：17,587名、高齢化率：19.7%

①前期高齢者：9,373名（10.5%）、②後期高齢者：8,214名（9.2%）

【要介護等認定者数】



日進市の地域包括ケアシステム

医療 介護

生活支援

住まい

③
認
知
症
施
策
推
進
事
業

地域包括ケアシステム

①介護予防・日常
生活支援総合事業

つどいの場

④在宅医療・介護
連携推進事業

専門職による支援

支え合いによる支援
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⑤地域ケア
会議の充実

⑥地域包括支援
センターの
機能強化

②生活支援体
制整備事業

支え合いの
しくみづくり

専門的支援の
しくみづくり

予防



介護予防・日常生活支援総合事業と生活支援体制整備事業

出典：新しい総合事業の移行戦略（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング）

生活支援体制整備事業
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取組み①

取組み②



介護予防・日常生活支援総合事業について

実施事業
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出典「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」



(1-1)要支援者等に対する体制整備について

フォーマルサービス（共助）－訪問型サービス－
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総合事業の背景 ニーズの増大と人材不足
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①訪問型サービス

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①訪問介護 ②訪問型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスＤ
（移動支援）

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等
住民主体の自主活動と
して行う生活援助等

保健師等による居宅
での相談指導等

移送前後の生活支
援

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しているケース
で、サービスの利用の継続が必要な
ケース

○以下のような訪問介護員によるサー
ビスが必要なケース

（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障があ
る症状・行動を伴う者

・退院直後で状態が変化しやすく、専門的
サービスが特に必要な者 等

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの
利用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援
等「多様なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向け
た支援が必要な
ケース

・ADL・IADLの改善
に向けた支援が必
要なケース

※3～6ケ月の短期間で行う 訪問型サービスＢ
に準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の

最低限の基準
内容に応じた
独自の基準

サービス
提供者
（例）

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）

訪問型サービス（制度概要）
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【検討中】



①訪問型サービスＡ（サービス領域）

【生活援助】
・掃除
・洗濯
・ベッドメイク
・衣服の整理
・被服の補修
・一般的な調理、配下膳
・買い物
・薬の受け取り

※介護保険法に規定される生活援助項目のみ
【参考】
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について
（老計第10号平成12年3月17日）

【身体介護】
・入浴の介助
・排泄の介助
（便器の使用介助やおむつ交換など）

・食事の介助
・着替えの介助
・清拭（せいしき 体を拭くこと）
・身体整容（洗顔・歯磨き）
・体位変換介助
・起床や就寝の介助
・移動の介助
・外出介助
・服薬介助（薬を飲ませること）
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緩和基準型サービスのイメージ（訪問型サービスＡ）

＋

この部分を、専門職
（ヘルパー職）以外
の方で補うサービス
を創出する。

介護予防訪問介護（現行型）領域

訪問型サービスＡ領域



①訪問型サービスＡ（指定状況）

類型 事業所名 所在地 指定年月日

訪問型サービスＡ
（8事業所）

①ヘルパーサービスあんじゅの森 日進市(岩崎町)

平成28年10月1日
②あい工房ヘルパーステーション 日進市(蟹甲町)

③健やかネットワーク 日進市(岩崎台)

④なの花訪問ケア 名古屋市(名東区)

⑤サンライフヘルパーステーション 日進市(米野木町) 平成29年1月1日

⑥ヘルパーステーション さくらの家 日進市(岩崎町) 平成29年3月1日

⑦もみの木訪問介護事業所 東郷町（春木） 平成29年5月1日

⑧ファミリア赤池ヘルパーステーション(※) 日進市（浅田町） 平成29年6月1日
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平成29年7月1日時点

※⑧については、運営主体の変更による再指定となります。



生活支援サポーター養成講座

訪問型サービスＡの従事者資格となる養成研修として、指定事業所の従事予定者を対象に開催。
（第1層生活支援コーディネーター業務として開催）。

＜平成28年度実績＞
日 程 ①平成28年9月26日（月）・28日（水）

②平成29年3月14日（火）・15日（水）
対 象 訪問型サービスＡ事業所に従事者する予定の方
受講者 21名（①9名、②12名）
会 場 日進市中央福祉センター
内 容 ①介護予防・日常生活支援総合事業について

②権利擁護と守秘義務について
③生活支援活動の心得について
④高齢者の心身の特性と暮らしについて
⑤利用者への接し方について
⑥生活支援と家事援助の技術について
※受講者のフォローアップとして別に現場研修（デイサー
ビス）及び認知症サポーター養成講座を実施。

生活支援サポータ養成講座について
（訪問型サービスＡ従事者養成研修）
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養成講座の様子

養成講座の様子＜平成29年度＞
・サービス事業所の指定状況を踏まえ、受講対象を一般向けに拡大。
・受講後のフォローアップ研修を、訪問型サービスＡ事業所に依頼。



①訪問型サービス

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①訪問介護 ②訪問型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスＤ
（移動支援）

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等
住民主体の自主活動と
して行う生活援助等

保健師等による居宅
での相談指導等

移送前後の生活支
援

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しているケース
で、サービスの利用の継続が必要な
ケース

○以下のような訪問介護員によるサー
ビスが必要なケース

（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障があ
る症状・行動を伴う者

・退院直後で状態が変化しやすく、専門的
サービスが特に必要な者 等

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの
利用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援
等「多様なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向け
た支援が必要なケー
ス
・ADL・IADLの改善
に向けた支援が必要
なケース

※3～6ケ月の短期間で行う 訪問型サービスＢ
に準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の

最低限の基準
内容に応じた
独自の基準

サービス
提供者
（例）

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）

②訪問型サービスＢ・Ｄ（制度概要）
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地域における生活支援体制づくりと一体的に検討。

【検討中】 【検討中】



(1-2)要支援者等に対する体制整備について

フォーマルサービス（共助）－通所型サービス－

13



基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①通所介護 ②通所型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

③通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション
等

体操、運動等の活動など、
自主的な通いの場

生活機能を改善するための
運動器の機能向上や栄養改
善等のプログラム

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しており、サービスの
利用の継続が必要なケース

○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを
行うことで改善・維持が見込まれるケース

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促
進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多
様なサービス」の利用を促進

・ADLやIADLの改善に向け
た支援が必要なケース 等

※3～6ケ月の短期間で実施

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の

最低限の基準
内容に応じた独自の基準

サービス
提供者
（例）

通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者
＋ボランティア

ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）

②通所型サービス

通所型サービス（制度概要）
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通所型サービスＡ型（指定状況）

類型 事業所名 所在地 指定年月日

通所型サービスＡ
（11事業所）

①デイサービスさくら100 日進市(岩崎町)

平成28年10月1日
②元気デイ はじめの一歩 日進市(東山)

③デイサービスさかえ 日進市(浅田町)

④あい工房 日進市(蟹甲町)

⑤デイサービス なごみの家 日進市(折戸町)

平成29年3月1日⑥デイサービス パワリハ香久山 日進市(香久山)

⑦デイサービスはなのき 日進 日進市(北新町)

⑧デイサービス ファミリア赤池（※） 日進市(浅田町) 平成29年6月1日

⑨アクポデイサービス日進竹の山 日進市(竹の山)

平成29年7月1日⑩デイサービス 千日草 名古屋市(天白区)

⑪リハビリ康センター 名古屋市(天白区)
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平成29年7月1日時点

※運営主体の変更による再指定となります。



②通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）

（１）足腰おたっしゃクラブ（運動器の機能向上事業）

理学療法士指導による健康講座、個別運動指導・集団運動指導を行う教室で、
1教室3ヶ月で構成し、最長2教室（6ヶ月）で生活機能の改善を図ります。

＜平成28年度実績＞
①日進ホーム
日 程：①新規：平成28年10月6日～同年12月29日（全12回）

②継続：平成29年 1月5日～同年 3月23日（全12回）
対 象：事業対象者
参加者：20名（②継続18名）
会 場：日進ホーム

②愛泉会
日 程：①新規：平成29年1月10日～同年3月21日（全12回）
対 象：要支援者・事業対象者
参加者：19名
会 場：日進市保健センター西館
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＜平成29年度＞
・教室終了後のフォローとして、最終日に個別面談および予防教室等を案内。
・要支援者への対応強化を目的に、教室プログラムを一部改良。
（１サイクル目：機能訓練メニュー、２サイクル目：生活行為メニュー等）

平行棒を取り入れた機能訓練の様子



②通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）

（２）健口健食元気クラブ（栄養・口腔機能向上事業）

管理栄養士や歯科衛生士指導による栄養・口腔機能改善に関する健康指導と運動メニューによる
6ヶ月間の教室で、生活機能の改善を図ります。

＜平成28年度実績＞
①名古屋学芸大学
日 程：平成28年10月28日～平成29年3月24日（全10回）
対 象：事業対象者 参加者：9名
会 場：日進市民会館
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＜平成29年度＞
・専門性を高めるため、会場を名古屋学芸大学管理栄養学部棟に移行。
・日常の生活行為改善に繋がるよう、教室プログラムを一部改良。
（食に関するアセスメントシート、自宅メニュー導入等）

名古屋学芸大学での教室の様子

事業名 区分 箇所数 概要

ゆうゆう体操教室 運動器 1
H29.4より、理学療法士監修メニューの運動教室に改編。
市中央福祉センターで月４回開催。

オープン回想法 認知予防 1 福祉情報センターで週1回開催の回想法教室

おたっしゃハウス 運動器 6 各福祉会館で週1回開催の運動教室

コミニティサロン サロン 6 各福祉会館で週1回開催の地域サロン

教室後の受け皿及び介護予防の場として、主に以下の一般介護予防事業を実施しています。



②一般介護予防事業（ゆうゆう体操教室）

（２）ゆうゆう体操教室（運動器の機能向上事業）

理学療法士や愛知県介護予防リーダー講師による体操教室で、運動器の機能向上・維持を図っています。

＜教室概要＞
日 程：原則、毎月第1～４金曜日午前10時から11時頃
対 象：日進市在住の高齢者
登録者：６８名（平成２９年７月２０日現在）
会 場：日進市中央福祉センタ－多機能室
講 師：①１週目･･･理学療法士（リハメール日進）

②２週目･･･介護予防リーダー（中部圏域）
③３週目･･･介護予防リーダー（東部圏域）
④４週目･･･介護予防リーダー（西部圏域）

内 容：準備体操 （約 ５分）：にっしん体操（ゆったり版）
共通メニュー（約３０分）：ストレッチ・軽運動メニュー
休 憩（約 ５分）
独自メニュー（約１０分）：棒体操、認知症予防メニュー等

ゆうゆう体操の様子

＜平成29年度＞
・教室内容の改編（開催回数増、共通メニュー作成、介護予防リーダー活用等）
・足腰おたっしゃクラブの卒業生に係る受入体制の整備。
⇒（日）H29.3月卒業生：8名/20名、（愛）H29.6月卒業生：4名/19名



おたっしゃハウス
(岩崎台・香久山福祉会館：月4回)

おたっしゃハウス
(相野山福祉会館：月4回）

おたっしゃハウス
(北部福祉会館：月4回）

おたっしゃハウス
(西部福祉会館：月4回）

おたっしゃハウス
(南部福祉会館：月4回）

おたっしゃハウス
(東部福祉会館：月4回）

現
行
サ
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従
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ゆ
う
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操
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デ
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型
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足
腰
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っ
し
ゃ
）

（
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
Ｃ
）

（
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
Ｃ
）

廃用症候群からの脱却
（3ヶ月～6ヶ月）

生活期通所に参加できる体力づくり
（3ヶ月～6ヶ月） 状態の維持（通年）

現
行
サ
ー
ビ
ス
（
運
動
特
化
型
）

Ｃ
型
（
健
口
・
健
食
）

【集中介入期】 【回復期】 【生活期】

【改】

（
仮
）
地
域
版
介
護
予
防
教
室
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通所型サービスの展開イメージ

【新】

改善

実線

点線

･･･実施

･･･検討中

充実



基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①通所介護 ②通所型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

③通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション
等

体操、運動等の活動など、
自主的な通いの場

生活機能を改善するための
運動器の機能向上や栄養改
善等のプログラム

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しており、サービスの
利用の継続が必要なケース

○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを
行うことで改善・維持が見込まれるケース

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促
進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多
様なサービス」の利用を促進

・ADLやIADLの改善に向け
た支援が必要なケース等

※3～6ケ月の短期間で実施

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の

最低限の基準
内容に応じた独自の基準

サービス
提供者
（例）

通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者
＋ボランティア

ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）

②通所型サービス

③通所型サービスＢ（制度概要）
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地域における生活支援体制づくりと一体的に検討。

【検討中】



(2)住民による主体的な活動の推進について

インフォーマルサポート（地域の助け合い・互助）
－生活支援・認知症支援－
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高齢者の在宅生活を支える体制づくり

※生活支援ニーズは、上記５つのことのどれかが上手くいかなくなった時に生じる。

「安心」の確保 自分のことを気にかけてくれている人がいる

「日常的な家事」 買い物や掃除、調理、布団干し等

「外出」 通院や買い物

「交流」 友人や知人とのコミュニケーション

「非日常的な家事」 蛍光灯等の交換等、日常生活で不意に起こること

高齢者の生活をうまく営む「５つのこと」

出典：生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修ﾃｷｽﾄ

最も重要な基盤

見守り活動・サービスを「安心」の確保につなぐために、
「早期発見」「危機管理」「情報支援」「不安解消」の要素を意識した取り組みが必要
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【生活支援体制整備事業】
公助・共助で補えない支援を、コーディネーターを中心に創出する取組み



生活支援体制整備事業について（イメージ）
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第１層（市全域）

第２層（日常生活圏域）

提供組織Ａ

提供組織Ｂ

コーディ
ネーター

コーディ
ネーター

協議体
生活支援体制整備に係る検討部会

協議体

中間支援
組織代表

提供組織
代表

地縁組織
代表

介護・医療
代表

地域包括
代表

地縁組織

提供組織

地域包括

介護・医療

中間支援
組織

立ち上げ支援
サービス開発
活動支援

調整(日常的な連携）
サービス開発

日常的な連携
課題の共有

行政
担当部局

行政内
各部局

関係団体

庁内調整

働きかけ

情報提供

サービス提供【利用者】

第３層（サービス提供組織）

協働
バックアップ

地域包括ケア検討会議

連動

個別地域ケア会議

連動

提供組織Ｃ

有
償
ボ
ラ
・
地
域
助
け
合
い
等



生活支援体制整備事業について
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（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置

①第１層生活支援コーディネーター
市全域への生活支援サービスの開発・普及や基盤整備を推進する役割
【団体】日進市社会福祉協議会（富岡、中川）
【時期】平成28年7月～

②第２層生活支援コーディネーター
各日常生活圏域の生活支援サービス提供団体間の連携協働を

促進する役割
【団体】中部地区：㈲はじめの一歩（荒川）

東部地区：(特非)介護サービスさくら（村居）
西部地区：㈱アンジュ（池谷）

【時期】平成28年10月～

（２）協議体の設置
①第１層協議体（地域包括ケア検討会議の部会として設置予定）
【役割】市全域でのサービス・資源の開発や基盤整備
【時期】平成29年1月設置

※にっしん地域支え合い円卓会議も継続。
②第２層協議体
【役割】サービスを提供するための日常的な連携や調整
【時期】検討中



65歳以上の高齢者における認知症の現状

【認知症高齢者の現状（平成２２年）】
○全国の65歳以上の高齢者について、認知症有病率推定値15％、認知症有
病者数約439万人と推計（平成22 年）。また、全国のMCI（正常でもな
い、認知症でもない（正常と認知症の中間）状態の者）の有病率推定値
13％、MCI有病者数約380万人と推計（平成22年）。

○介護保険制度を利用している認知症高齢者は約280万人（平成22年）。

今後、認知症徘徊高
齢者の増加が懸念
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地域における、理解
者・支援者等を増や
す取組みが必要



徘徊時の支援体制づくりについて

○認知症サポーター養成研修(H29.3月末現在)

受講者数：15団体・458名（H28実績）
認知症サポーター数：5,369名（延べ数）

○高齢者地域見守り推進事業協力に関する協定
高齢者宅又は窓口等において異変を発見した場合に、市へ通報することにより見守りを

必要とする高齢者が安心して暮らせる地域をつくることを目的として協定を締結。
・市内および近隣の19金融機関（H28.3月2日締結）
・電気、水道、ガスのライフラインと宅配業務に携わる7事業所(H25.11月21日締結)
・郵便事業株式会社と新聞販売店（H24.3月29日締結)

○認知症になっても安心して暮らせる地域づくり連携協定
認知症に対する理解促進や専門職の連携強化等を目的として、地区医師会、歯科医師会、

薬剤師会、製薬会社、行政が連携して取り組む協定を締結( H28.3月30日締結)
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○認知症やさしい手ネットにっしん情報配信システム(平成29年3月末現在)

登録者：74名、地域支援者：467名（①メール：364名②FAX：243名③両方：140名）
配信数：６回（H28実績）



認知症やさしい手ネットにっしん情報配信システム
－システム配信時－

家族等

自治会長等

成年後見人

ケアマネ等

民生委員

自治会役員等

老人クラブ

住民

日進市

愛知警察署

包括支援センター

支援者①(Eメール)

支援者②(FAX)

①

②
③

④

広域市町

愛知県高齢福祉課

⑤

支援者

各支援者

県内市町村
⑦

⑥

⑧

【第2段階】

【第1段階】

【第3段階】

【各手続きについて】
初動体制と各SOSﾈｯﾄを活用した日進市との連携
包括支援センターを現場基軸とし、日進市と連携

26

【
充
実
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住民による主体的な活動の推進に向けて

東部生活支援ＣＮ主催 西部生活支援ＣＮ主催中部生活支援ＣＮ主催

にっしん地域支え合い円卓会議
第1層生活支援ＣＮ主催

生活支援体制整備に関する検討部会
（第1層協議体）･･･1層生活支援ＣＮ主催

協議体 協議体 協議体

中部圏域 東部圏域 西部圏域

小学校区小学校区

小学校区

小学校区小学校区

小学校区

小学校区小学校区

小学校区

中部ＣＳＷ主催 東部ＣＳＷ主催 西部ＣＳＷ主催

管理者会・連絡会等
（居宅）

地区ケア会議等
（民生委員）

役員会・幹事会等
（老人クラブ）

など

展開

連携

実線

点線

･･･設置済

･･･検討中

【各関係機関会議】

展開 展開
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各行政区へのアプローチについて

（１）にっしん幸せまちづくりプラン行政区地域座談会
各行政区（１９区）を対象に、高齢化背景を踏まえた地域づくりについて座談会を実施。

①内 容：「にっしん幸せまちづくりプラン（地域福祉計画・地域福祉活動計画）について」
「2025年を見据えた地域における支え合いについて」
・高齢化の進展について
・地域における生活支援について
・地域における認知症支援について

「わたしのまちの支え合い（ＧＷ）」
②日 程：平成28年11月7日～同年12月27日
③参加者：236名

行 政：日進市地域福祉課、日進市社会福祉協議会
地域包括支援センター（管轄）
生活支援コーディネーター（第1層・管轄第2層）

行政区：区長、自治会長、民生委員、老人クラブ役員等

（２）にっしん地域支え合い円卓会議
地域関係者を中心に、高齢化背景を踏まえた地域づくりに

ついて勉強会を開催。
①内 容：「地域生活支援の在り方について（講演）」

「目指す地域像を考えよう（ＧＷ）」
講師：鶴山芳子氏（公益財団法人さわやか福祉財団理事）

②日 程：平成29年1月18日 ③参加者：97名
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地域座談会の様子（ＧＷ）

地域座談会の様子


